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 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自　宅　　　　　　　　　勤務先  正会員　　一級建築士　　No.

1.建築士事務所　2.建設業　3.官公庁　4.学校　5.会社 　 　 　　 二級建築士　（　　　　県）No.

6.設備　7.建材業　8.住宅産業　9.その他 　 　      木造建築士　（　　　　県）No.

1.建築設計監理　2.構造設計監理　3.設備設計監理　4.積算見積  準会員

5.施工現場業務　6.建築行政　7.研究教育　8.都市計画　9.その他

所属支部（自宅又は勤務先住所）を選択して○で囲んで下さい。
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※個人情報は士会運営の為にのみ使用すると共に個人情報保護法に基づき適正に管理いたします。

※やむを得ず退会される場合、未納の会費を完納してからの退会手続きとなります。 申込書ＦＡＸ可　0742-33-4333

※別添で支部範囲と委員会の掌握事務を掲載しています。 メール可 info@nara-kenchikushikai.or.jp

　　年　　　月　　　日登録年月日
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※奈良県建築士会より講習会等の情報配信を
　希望される方は○を記入してください。



（一社）奈良県建築士会 

◯支部範囲 

支部名 市郡名 支部名 市郡名 

奈良 奈良市、山辺郡 橿原 橿原市、磯城郡、高市郡 

郡山 大和郡山市 高田 
大和高田市、御所市、香芝市、葛城市、

北葛城郡 

生駒 生駒市、生駒郡 宇陀 宇陀市、宇陀郡、吉野郡（東吉野村） 

天理 天理市 五條 五條市、吉野郡（野迫川村） 

桜井 桜井市 吉野 吉野郡 

 

◯委員会の所掌事務 

１ 総務企画委員会 

① 定款規則等に関する事項 

➁ 企画・財政・庶務に関する事項 

➂ 関係団体との連携に関する事項 

➂ 会員に係わる調査・統計及び研究に

関する事項 

➃ 会員の福利厚生に関する事項 

➄ 会員の増強に関する事項 

５ 女性委員会    

 ① 女性建築士の活性化と育成に関す

る事項 

 ➁ 実践活動の推進・情報交流に関する 

事項 

 ➂ 女性建築士に必要な事業に関する

事項 

 ➃ 会員の増強に関する事項 

２ 教育・事業委員会 

① 継続教育に関する事項 

➁ 建築に関する専門知識等の情報に  

 関する事項  

➂ 関係法令の解説・指導及び研究に関  

 する事項 

➃ デザイン賞に関する事項    

➄ 全国大会・近畿建築祭・講習会・講

演会・見学等各種事業に関する事項 

⑥ 地震等災害による判定・診断及び補 

 強に関する事項 

６ 青年委員会 

 ➀ 青年建築士の活性化と育成に関す

る事項           

 ➁ 実践活動の推進・情報交流に関する

事項 

 ➂ 青年建築士に必要な事業に関する

事項 

 ➃ 会員の増強に関する事項 

    

３ 情報・広報委員会 

 ① 会報誌・電子公告その他刊行図書の

発行に関する事項                           

➁ 情報収集・発信及び対外広報に関す

る事項 

７ 建築士試験委員会 

➀ 建築士法第１２条の試験業務に関  

 する事項 

 

４ 住まいまちづくり委員会 

① 住環境の改善及び福祉整備に関す  

 る事項                         

  ➁ 住宅相談に関する事項 

  ➂ 建築に係わる景観、環境問題に関す 

  る事項 

  ➃ まちづくりに係わる教育及び人材  

  育成に関する事項 

 ➄ まちづくり活動の推進に関する事   

  項 

8  制度特別委員会 

➀ 建築士会ＣＰＤ規則の定めるとこ  

 ろによる継続的な能力の開発の普及

と促進に関する事項 

➁ 前号の規定により、建築士会が実施

するＣＰＤ制度の円滑な運営実施を

支援するために必要な事項 

➂ 専攻建築士制度の普及と促進に関

する事項 

 


